
 

香川県立保健医療大学大学院保健医療学研究科科目履修規程 

                                  平成21年４月１日 

（趣旨） 

第１条  この規程は、香川県立保健医療大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）第20条におい

て準用する香川県立保健医療大学学則（以下「学則」という。）第21条第２項の規定に基づき、香川

県立保健医療大学大学院保健医療学研究科（以下「研究科」という。）に係る授業科目の履修方法に

関し必要な事項を定める。 

(専攻及びコース) 

第1条の２ 研究科に次の専攻及びコースを置く。 

博士前期課程 

  看護学専攻 

   研究コース 

   実践者養成コース 

    公衆衛生看護学 

    助産学 

  臨床検査学専攻 

博士後期課程 

  看護学専攻 

  臨床検査学専攻 

 （教育方法） 

第２条 研究科の教育は、授業科目の授業、修士論文及び博士論文の作成に対する指導（以下「研究

指導」という。）によって行うものとする。 

 （教育方法の特例） 

第３条 研究科において教育上特別の必要があると認めるときは、夜間その他特定の時間又は時期に

おいて授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。 

２ 前項の取扱いについては、学長が別に定める。 

 （研究指導教員） 

第４条 学長は、授業科目の履修の指導及び研究指導を行うため、研究科委員会の議を経て、学生が

志望する専門領域の主担当の研究指導教員を選任する。 

２ 前項の主担当の研究指導教員は、研究科の専任教員の中から１人を選任する。ただし、研究科委

員会は、必要に応じて、研究科の専任教員の中から副担当の研究指導教員を選任することができる。 

３ 前２項により選任された研究指導教員の変更は認めない。ただし、学長は、研究指導教員の退職

等、特別の事情があると認めるときに限り、変更を許可することができる。 

 （授業科目及び単位数） 

第５条 研究科の授業科目及び単位数は、別表のとおりとする。 

（履修方法及び修了要件） 

第５条の２ 看護学専攻の博士前期課程の学生は、別表１により、博士後期課程の学生は、別表４に

より、定める単位を修得しなければならない、ただし、保健師国家試験受験資格又は助産師国家試

験受験資格を取得しようとする者は、保健師助産師看護師学校養成所指定規則（昭和26年文部・厚

生省令第１号）の規定に基づき、別表２又は別表３により、所定の授業科目及び単位を取得しなけ

ればならない。 



 

第５条の３ 臨床検査学専攻の博士前期課程の学生は、別表５により、博士後期課程の学生は、別表

６により、定める単位を修得しなければならない。 

（履修の届出） 

第６条 学生は、履修しようとする授業科目について、あらかじめ主担当の研究指導教員の指導を受

けたうえで、所定の期日までに、履修登録を行わなければならない。 

２ 学生は、前項の届出をしない授業科目を履修することができない。 

３ 学生は、第１項の届出をした授業科目を変更するときは、所定の期日までに、履修変更登録を行

わなければならない。 

４ 学生は、原則として、単位を修得した授業科目を再び履修することができない。 

（定期試験） 

第７条  定期試験は、その授業科目の授業が終了する学期末に行う。ただし、当該授業科目の担当教

員が必要と認めたときは、この限りでない。 

（追試験） 

第８条  追試験は、病気その他やむを得ない理由により定期試験を受けられなかった者に対して、期

日を指定して行う。 

２ 追試験を受けようとする者は、当該授業科目の試験終了後１週間以内に、追試験受験願（第１号

様式）を学長に提出しなければならない。 

（再試験） 

第９条 定期試験又は追試験において不合格となった者に対しては、当該授業科目の担当教員が必要

と認めたときは、再試験を行うことができる。 

２ 再試験を受けようとする者は、所定の期日までに、再試験受験願（第２号様式）を学長に提出し

なければならない。 

（学修の評価の基準） 

第10条 学修の評価は、授業科目の履修期間が終了した時に、試験及び平素の成績等を総合して、次

の基準により行う。ただし、再試験による成績の評価は、原則として可以下とする。 

評 語 評価の基準（100点満点 ） 判  定 

優 80点以上 

合  格 良 70点以上80点未満 

可 60点以上70点未満 

不 可 60点未満 不合格 

２ ２人以上の教員により授業が分担される授業科目の学修の評価は、当該教員の合議により、当該

科目の担当責任者が行う。 

（試験を受験することができない者） 

第11条 履修科目の出席時間数が当該授業科目の授業時間数（実際に授業を行った時間数をいう。）の

３分の２に満たない者は、当該授業科目の試験を受験することができない。ただし、欠席の事情及

び程度により担当教員が成業の見込みがあると認めたときは、この限りでない。 

（不正行為） 

第12条 試験において不正行為を行った者に対しては、当該学期すべての授業科目（通年科目も含む。）



 

の成績評価を無効とするほか、必要と認めるときは、大学院学則第20条において準用する学則第45

条の規定に基づき懲戒処分を行う。 

 （論文審査及び最終試験） 

第13条 修士論文又は博士論文の審査及び最終試験に関し必要な事項については、別に定める。 

 （準用） 

第14条 実践者養成コースにあっては、本規程中「修士論文」とあるのは大学院学則第13条に規定す

る「特定の課題についての研究の成果」と読み替える。 

（委任） 

第15条 この規程に定めるもののほか、研究科に係る授業科目の履修等に関し必要な事項については、

研究科委員会の議を経て、学長が別に定める。 

 

附 則 

  この規程は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則 

  この規程は、平成23年10月５日から施行する。 

附 則 

  この規程は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則 

  この規程は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則 

  この規程は、平成28年４月１日から施行する。 

    附 則 

１  この規程は、平成29年４月１日から施行する。 

２ 平成29年３月31日において保健医療学専攻科に在学する者の第５条に係る別表については、看

護学分野に在籍する者については別表１を、臨床検査学分野に在籍する者については別表第２を、

それぞれ適用するものとする。 

    附 則 

１  この規程は、平成31年４月１日から施行する。 

２ 平成31年３月31日に修士課程に在学する者が引き続き当該課程に在学する場合における当該者

についての科目履修については、なお従前の例による。 

   附 則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 












